
議案第１３２号

渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。

令和２年１１月３０日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例

渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例（令和元年渋

川市条例第１２号）の一部を次のように改正する。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第３条関係）

月額報酬表

適用範囲 号給 報酬額（円）

１ 一般事務等職員 １ １７７，０００

２ １７８，３００

３ １７９，７００

４ １８１，１００

５ １８２，４００

６ １８３，７００

７ １８５，１００

２ 消費生活センター相談 １ １７８，６００

員その他の職員で規則に ２ １７９，９００

定めるもの ３ １８１，４００

４ １８２，７００

５ １８４，１００

６ １８５，４００

７ １８６，７００

３ 公民館長その他の職員 １ １９２，８００

で規則に定めるもの ２ １９４，２００



３ １９５，８００

４ １９７，２００

５ １９８，７００

６ ２００，１００

７ ２０１，６００

４ 保育士（担任）、幼稚 １ ２０１，５００

園教諭（担任） ２ ２０３，０００

３ ２０４，６００

４ ２０６，１００

５ ２０７，７００

６ ２０９，２００

７ ２１０，７００

５ 生活相談員 １ ２１４，３００

２ ２１５，９００

３ ２１７，６００

４ ２１９，２００

５ ２２０，９００

６ ２２２，５００

７ ２２４，１００

６ 防災専門員 １ ２２６，０００

２ ２２７，７００

３ ２２９，５００

４ ２３１，２００

５ ２３２，９００

６ ２３４，６００

７ ２３６，３００

７ 幼稚園長、幼稚園型認 １ ２６２，４００

定こども園長 ２ ２６４，３００

３ ２６６，５００

４ ２６８，５００



５ ２７０，４００

６ ２７２，４００

７ ２７４，４００

８ 北橘歴史資料館長 １ １０７，２００

２ １０８，０００

３ １０８，８００

４ １０９，６００

５ １１０，５００

６ １１１，３００

７ １１２，１００

９ 社会教育指導員 １ １２９，２００

２ １３０，１００

３ １３１，２００

４ １３２，２００

５ １３３，１００

６ １３４，１００

７ １３５，１００

１０ 教育研究所所長 １ １５４，２００

２ １５５，３００

３ １５６，６００

４ １５７，７００

５ １５８，９００

６ １６０，１００

７ １６１，２００

１１ 青少年センター指導 １ １５０，３００

員 ２ １５１，４００

３ １５２，６００

４ １５３，７００

５ １５４，９００

６ １５６，０００



７ １５７，１００

１２ 家庭児童相談員 １ １７３，５００

２ １７４，８００

３ １７６，２００

４ １７７，５００

５ １７８，８００

６ １８０，１００

７ １８１，４００

備考 第１項から第７項までの職員のうち、一般職非常勤職員の勤務時間

条例第３条第１項の規定により定められた勤務日が５日未満の場合は、

勤務日を５日で除して得た数を乗じて得た額とすることができる。この

場合において、１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものと

する。

別表第２の１８の項を次のように改める。

１８ 薬剤師（診療所） １ ３，０３５

２ ３，０５５

３ ３，０８０

４ ３，１０５

５ ３，１２５

６ ３，１５０

７ ３，１７０

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

理 由

群馬県地域別最低賃金の改定に伴い、所要の改正をしようとするものであ

る。



渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

月額報酬表 月額報酬表

適用範囲 号給 報酬額（円） 適用範囲 号給 報酬額（円）

１ 一般事務等職員 １ １７７，０００ １ 一般事務等職員 １ １７６，７００

２ １７８，３００ ２ １７８，０００

３ １７９，７００ ３ １７９，４００

４ １８１，１００ ４ １８０，８００

５ １８２，４００ ５ １８２，１００

６ １８３，７００ ６ １８３，４００

７ １８５，１００ ７ １８４，８００

２ 消費生活センター相談 １ １７８，６００ ２ 消費生活センター相談 １ １７８，３００

員その他の職員で規則に ２ １７９，９００ 員その他の職員で規則に ２ １７９，６００

定めるもの ３ １８１，４００ 定めるもの ３ １８１，１００

４ １８２，７００ ４ １８２，４００

５ １８４，１００ ５ １８３，７００

６ １８５，４００ ６ １８５，１００

７ １８６，７００ ７ １８６，４００

３ 公民館長その他の職員 １ １９２，８００ ３ 公民館長その他の職員 １ １９２，５００

で規則に定めるもの ２ １９４，２００ で規則に定めるもの ２ １９３，９００

３ １９５，８００ ３ １９５，５００

４ １９７，２００ ４ １９６，９００

５ １９８，７００ ５ １９８，４００

６ ２００，１００ ６ １９９，８００

７ ２０１，６００ ７ ２０１，３００

４ 保育士（担任）、幼稚 １ ２０１，５００ ４ 保育士（担任）、幼稚 １ ２０１，１００

園教諭（担任） ２ ２０３，０００ 園教諭（担任） ２ ２０２，６００

３ ２０４，６００ ３ ２０４，２００

４ ２０６，１００ ４ ２０５，７００

５ ２０７，７００ ５ ２０７，２００

６ ２０９，２００ ６ ２０８，８００

７ ２１０，７００ ７ ２１０，３００
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５ 生活相談員 １ ２１４，３００ ５ 生活相談員 １ ２１３，９００

２ ２１５，９００ ２ ２１５，５００

３ ２１７，６００ ３ ２１７，２００

４ ２１９，２００ ４ ２１８，８００

５ ２２０，９００ ５ ２２０，４００

６ ２２２，５００ ６ ２２２，０００

７ ２２４，１００ ７ ２２３，７００

６ 防災専門員 １ ２２６，０００ ６ 防災専門員 １ ２２５，６００

２ ２２７，７００ ２ ２２７，２００

３ ２２９，５００ ３ ２２９，１００

４ ２３１，２００ ４ ２３０，８００

５ ２３２，９００ ５ ２３２，５００

６ ２３４，６００ ６ ２３４，２００

７ ２３６，３００ ７ ２３５，９００

７ 幼稚園長、幼稚園型認 １ ２６２，４００ ７ 幼稚園長、幼稚園型認 １ ２６１，９００

定こども園長 ２ ２６４，３００ 定こども園長 ２ ２６３，８００

３ ２６６，５００ ３ ２６６，０００

４ ２６８，５００ ４ ２６７，９００

５ ２７０，４００ ５ ２６９，９００

６ ２７２，４００ ６ ２７１，９００

７ ２７４，４００ ７ ２７３，９００

８ 北橘歴史資料館長 １ １０７，２００ ８ 選別農薬農法指導員 １ ７８，１００

２ １０８，０００ ２ ７８，６００

３ １０８，８００ ３ ７９，３００

４ １０９，６００ ４ ７９，９００

５ １１０，５００ ５ ８０，５００

６ １１１，３００ ６ ８１，０００

７ １１２，１００ ７ ８１，６００

９ 社会教育指導員 １ １２９，２００ ９ 北橘歴史資料館長 １ １０７，０００

２ １３０，１００ ２ １０７，８００

３ １３１，２００ ３ １０８，７００

４ １３２，２００ ４ １０９，５００

５ １３３，１００ ５ １１０，３００

６ １３４，１００ ６ １１１，１００

７ １３５，１００ ７ １１１，９００

１０ 教育研究所所長 １ １５４，２００ １０ 社会教育指導員 １ １２９，０００

２ １５５，３００ ２ １２９，９００
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３ １５６，６００ ３ １３１，０００

４ １５７，７００ ４ １３２，０００

５ １５８，９００ ５ １３３，０００

６ １６０，１００ ６ １３４，０００

７ １６１，２００ ７ １３４，９００

１１ 青少年センター指導 １ １５０，３００ １１ 教育研究所所長 １ １５３，９００

員 ２ １５１，４００ ２ １５５，０００

３ １５２，６００ ３ １５６，３００

４ １５３，７００ ４ １５７，４００

５ １５４，９００ ５ １５８，６００

６ １５６，０００ ６ １５９，７００

７ １５７，１００ ７ １６０，９００

１２ 家庭児童相談員 １ １７３，５００ １２ 青少年センター指導 １ １５０，０００

２ １７４，８００ 員 ２ １５１，１００

３ １７６，２００ ３ １５２，３００

４ １７７，５００ ４ １５３，５００

５ １７８，８００ ５ １５４，６００

６ １８０，１００ ６ １５５，８００

７ １８１，４００ ７ １５６，９００

備考 第１項から第７項までの職員のうち、一般職非常勤職員の勤務時間 １３ 家庭児童相談員 １ １７３，２００

条例第３条第１項の規定により定められた勤務日が５日未満の場合は、 ２ １７４，５００

勤務日を５日で除して得た数を乗じて得た額とすることができる。この ３ １７５，９００

場合において、１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものと ４ １７７，２００

する。 ５ １７８，６００

６ １７９，９００

７ １８１，２００

備考 第１項から第７項までの職員のうち、一般職非常勤職員の勤務時間

条例第３条第１項の規定により定められた勤務日が５日未満の場合は、

勤務日を５日で除して得た数を乗じて得た額とすることができる。この

場合において、１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものと

する。

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

時間額報酬表 時間額報酬表

適用範囲 号給 報酬額（円） 適用範囲 号給 報酬額（円）

１ 事務補助員その他の職 １ ８９５ １ 事務補助員その他の職 １ ８９５

員で規則に定めるもの ２ ９００ 員で規則に定めるもの ２ ９００
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３ ９０５ ３ ９０５

４ ９１５ ４ ９１５

５ ９２０ ５ ９２０

６ ９２５ ６ ９２５

７ ９３５ ７ ９３５

（略） （略）

１８ 薬剤師（診療所） １ ３，０３５ １８ 薬剤師（診療所） １ ３，０３０

２ ３，０５５ ２ ３，０５０

３ ３，０８０ ３ ３，０７５

４ ３，１０５ ４ ３，１００

５ ３，１２５ ５ ３，１２０

６ ３，１５０ ６ ３，１４５

７ ３，１７０ ７ ３，１６５


